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AMG 2000 ライセンス契約書 V.1

AMGのCDを購入し、それを商業的な目的（AMGのCDに収録されている音の一部を使用した録音物を公衆に公開すること)、
あるいは学術的な目的で使用することを意図する者は、その使用前に、下記契約の条件にしたがい、AMGから使用許諾を得な
ければならない。

使用許諾を受けていない者がAMGのCDを商業的あるいは学術的な目的で使用した場合、著作権を侵害するものとして、AMG
はこれに対して損害賠償を請求し、その録音物の販売もしくは配給を中止させる権利を持つものとする。

AMGの制作したCDに収録されているすべての素材は、AMGが選抜したアーティストによって特別に録音されたものであり、
アーティストはこの使用契約条件の下に作品のライセンスをAMGが管理することを承諾している。この使用契約はCDに収録
されている全素材に関するすべての権利を使用者側に与えるものではないということ、また、AMGは使用許諾を受けた者（以
下ライセンシー）から生じた直接的あるいは間接的な損失に対する一切の責任を負うものではないということを、ライセン
シーは注意する必要がある。

AMG製品を購入し、AMGによるライセンス(使用許諾)を希望する者は、「ライセンス契約書（本状に署名したもの）」、「購
入を証明する書類（領収書コピーなど）」「ユニークプロダクトナンバー（UPN: 各CDに記載された製造番号）」をAMGに郵
送またはFAXで送信することによって、「ライセンシー番号」および「プロダクト・オーサライゼーション・ナンバー
(PAN)」を得る必要がある。

ライセンスは、AMGから「ライセンシー番号」および「プロダクト・オーサライゼーション・ナンバー(PAN)」が発行され、
対象となるCDに設けられている空欄にその番号が記入された時にはじめて有効になる。FAX、e-mail、郵送の宛先などコンタ
クトに必要な連絡先はAMGのwebサイト（www.amguk.co.uk）で公開している。

一度ライセンスが認定されると、次にライセンスを取得する時は、「ライセンシー番号」「ユニークプロダクトナンバー
（UPN: 各CDに記載された製造番号）」「購入を証明する書類（領収書コピーなど）」「署名」をAMGにFAXするだけで、
AMGより「プロダクト・オーサライゼーション・ナンバー(PAN)」をe-mailまたはFAXにて取得することができる。なお、
PANを発行する権限はAMGに帰属しており、AMGには状況によりライセンスを取り消す権利を保有している。

AMGからライセンス認定を受けるために必要な手続きは、以下の通り。
A) 「ライセンス契約書（本状）」をよく読んだうえ、署名する。
B) 「ライセンス契約書（本状に署名したもの）」、「購入を証明する書類（領収書コピーなど）」「ユニークプロダクトナン
バー（UPN: 各CDに記載された製造番号）」をAMGに郵送またはFAXで送信する。以前、別のAMG製品で「ライセン
シー番号」を取得している場合は、それも記載する。

C)   AMGより「ライセンシー番号（初回登録の場合）」「プロダクト・オーサライゼーション・ナンバー(PAN)」が届いた
ら、その番号を対象となるCDに設けられている空欄に記入する。「プロダクト・オーサライゼーション・ナンバー
(PAN)」商品個別に取得する必要があるが、「ライセンシー番号」は、一度取得すればAMGから権利を剥奪されたり、無
効にならない限り他のAMG製品に適用できる。AMGは、AMG製品を追加購入した場合のライセンス認定はできるだけ迅
速に処理されるよう努力する。

1. ライセンシー登録内容

私（使用許諾を受ける者=ライセンシー）は本ライセンス契約の内容を承諾し、署名をした「ライセンス契約書」を「購入を証
明する書類（領収書コピーなど）」とともにAMGに送ることで、「AMGシングルユーザーライセンス」への登録を申請しま
す。私の個人情報は下記の通りです。（お手数ですが、英文でご記入ください。）

First Name（名前。例：Taro） __________________________________________________________________

Last Name（名字。例：Yamada） __________________________________________________________________

注意：個人名のみ受付可能。会社名など団体名義は不可。

Address（住所。例：5-39-8-301 Jingumae） __________________________________________________________________

City（市町村区。例：Shibuya-ku） __________________________________________________________________

State/Province（都道府県。例：Tokyo） __________________________________________________________________

Zip/Postal Code（郵便番号。例：150-0001） __________________________________________________________________

Country（国。例：Japan） __________________________________________________________________

Phone（電話番号。例：03-5778-3432) __________________________________________________________________

Fax（Fax番号。例：03-5778-3433) __________________________________________________________________

E-mail Address（例：name@isp.co.jp) __________________________________________________________________

Nationality（国籍。例：JAPANESE) __________________________________________________________________

Passport Number（パスポート番号) __________________________________________________________________



2.ライセンスの認可

2.1 AMGは、「ライセンス契約書（署名付）」「購入を証明する書類（領収書コピーなど）」「ユニークプロダクトナンバー
（UPN: 各CDに記載された製造番号）」が提出されると、「ライセンシー番号」「プロダクト・オーサライゼーション・ナン
バー(PAN)」を発行し、第一項に明記されている個人に対してシングルユーザーライセンスを認可するものとする。AMGの製
品を購入した証拠が認められる限り、ライセンス発行の手続きにかかる費用は無料とする。

2.2シングルユーザーライセンスは、以下に明記した条件下において、ライセンシーがAMG製品の一部を録音または創作に使
用し、それを公衆に対して商業的に発表することを認めるものである。ライセンスは、AMGより撤回の通告がない限り有効と
する。

3.ライセンス条件

3.1ライセンシーは、AMG製品の一部を使用した商業的な録音物を発表するにあたり、AMGの製品を使用したことをすべての
作品のクレジットに載せなければならない。クレジットは、「Some samples used under licence from AMG」という一文
を、「ライセンシー番号」と、「AMGのロゴ（ロゴデータはCD-ROMに収録されている）」とともに明記する形でなされる
ものとする。AMG製品を商業的に使用する際には、その作品を発表する前に使用についての届け出をしなければならない。ま
た、発表後12ケ月以内に、完成した作品を1部AMGに提出しなければならない。

3.2ライセンシーは、ライセンス認定を受けた製品およびその製品からとりこんだサンプルが、確実に自分の管理下にあるよ
うに努力をしなければならない。ライセンス認定を受けた製品がなんらかの損害または窃盗行為の被害にあった場合、直ちに
AMGに報告しなければならない。
　
3.3このライセンスは、契約書に記載された名前のライセンシーに対して個人的に認定されるものであり、その権利を第三者
に販売もしくは譲渡することはできない。ライセンス認定を受けた製品からの引用は、ライセンシーが、レコーディングアー
ティスト、プロデューサー、プログラマーのいずれかとしてクレジットされている商業的な録音物にのみ使用が認められる。
ライセンシーが上記のような立場としてクレジットされない場合、制作者としてクレジットされている者が、商業的使用に先
駆けて製品を購入して、ライセンス登録を申請しなければならない。

3.4このライセンスは、第三者に対してその作品の利用を提供することを意図したライブラリーミュージックあるいはそれに
類似する商業的プロジェクトに関わる作品に製品を使用することを許諾するものではない。このような目的で制作される作品
にAMGの製品を使用することは許可することもあるが、その認可はこのライセンスではカバーされていないため、新たな手続
きが必要となる。製品の一部分あるいはその派生物を、サンプルライブラリーなどの競合製品に使用する場合、元の素材その
まま、修正を加えた形であるかを問わず、前もってAMGから文書で許可を得なければならない。

3.5ライセンシーは、ライセンス認定を受けている録音物に使用するという特別な目的がない限り、製品の一部を第三者に提
供したり、使用させてはならない。ライセンシーは、ライセンス認定を受けた製品をMP3などのフォーマットで圧縮した素材
を制作することはできない。ただし、作曲過程においてどうしても必要な場合、ライセンス認定を受けたAMG製品全体ではな
く、実際に楽曲で使用する部分のみを圧縮することができる。

3.6ライセンシーは、AMGがその製品やサービスに関する情報をライセンシーに送付すること、およびライセンシーについて
の情報をコンピューターに保管することを許可するものとする。

I accept the terms of the above Licence.

上記の契約条項に合意します。

Signed（署名）：

____________________________________________

Date（日付）：

　　　　日d/　　　　月m/　　　　　　　年y

AMG連絡先（2000年7月現在）：
AMG
PO BOX 294
FLEET, HANTS GU13 0WE
UK

PHONE: UK +44-1252-717333
FAX: UK +44-1252-737044
E-MAIL: matt@amguk.co.uk
WEBSITE: http://www.amguk.co.uk/

英国への国際電話/FAXのかけ方
「001(KDD)」など国際電話会社番号に続けて上記番号をダイヤルする。
例(KDDでFAXする場合)：FAX 001-44-1252-737044

mailto:matt@amguk.co.uk
http://www.amguk.co.uk/

